
 
 

 

一 

 
 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
観
光
関
連
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令

和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
が

長
期
間
に
わ
た
り
観
光
産
業
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
観
光
関
連
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
観
光
関
連
事
業
者
」
と
は
、
地
域
の
観
光
の
振
興
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
旅
行
業
、
宿
泊

業
、
観
光
施
設
事
業
、
道
路
旅
客
運
送
業
、
飲
食
店
業
、
小
売
業
等
の
事
業
を
営
む
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
と
継
続
的
な
取
引

関
係
を
有
す
る
事
業
者
を
い
う
。 

 

（
観
光
産
業
事
業
継
続
支
援
金
の
支
給
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
） 

第
三
条 

政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
が
長
期
間
に
わ
た
り
観
光
産
業
に



 

 
 

 

二 

深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
観
光
関
連
事
業
者
に
対
す
る
事
業
の
継
続
へ
の
支
援
の
観
点
か
ら
支
給
さ
れ

る
給
付
金
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
方
針
に
従
い
措
置
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
観
光
産
業
事
業
継
続
支
援
金
」
と
い
う
。
）
が

速
や
か
に
支
給
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

支
給
額
に
つ
い
て
は
、
観
光
関
連
事
業
者
の
令
和
三
年
売
上
減
少
額
（
令
和
三
年
に
お
け
る
売
上
金
額
の
そ
の
前
々
年

（
事
業
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
年
が
令
和
二
年
で
あ
る
観
光
関
連
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
同
年
）
に
お
け
る
売
上
金
額

か
ら
の
減
少
額
を
い
う
。
）
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
基
本
と
し
、
事
業
の
規
模
、
事
業
の
開
始
の
時
期
そ
の
他
の

事
情
を
勘
案
し
て
必
要
な
調
整
を
行
い
、
算
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

支
給
要
件
に
つ
い
て
は
、
観
光
関
連
事
業
者
が
長
期
間
に
わ
た
り
置
か
れ
て
い
る
深
刻
な
状
況
に
応
じ
て
適
切
な
も
の

と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

（
体
制
の
整
備
等
） 

第
四
条 

政
府
は
、
観
光
産
業
事
業
継
続
支
援
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
適
正
か
つ
迅
速
に
行
え
る
よ
う
必
要
な
体

制
を
整
備
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
関
す
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
正
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

 

三 

 
（
適
正
な
申
請
の
促
進
及
び
不
正
な
受
給
の
防
止
） 

第
五
条 

政
府
は
、
観
光
産
業
事
業
継
続
支
援
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
申
請
の
促
進
及
び
不
正
な
受
給
の
防

止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
が
長
期
間
に
わ
た
り
観
光
産
業
に
深
刻
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、観
光
関
連
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


